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こ
の
制
度
は
、
建
設
現
場
で
働

く
人
の
た
め
に
、「
中
小
企
業
退
職

金
共
済
法
」
と
い
う
法
律
に
基
づ

き
、
国
が
作
っ
た
退
職
金
制
度
で

す
。
加
入
で
き
る
事
業
主
は
、
建

設
業
を
営
む
人
で
、
対
象
と
な
る

労
働
者
は
、
建
設
業
の
現
場
で
働

く
人
で
す
。
掛
け
金
は
、
日
額
３

１
０
円
。

　
詳
し
い
こ
と
は
、
建
退
共
岡
山

県
支
部
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
建
退
共
岡
山
県
支
部
（
岡
山
建

　
設
会
館
内
）

　
　
０
８
６
―
２
２
５
―
４
１
３
３

　
瀬
戸
内
市
で
は
、
平
成
20
年
度

戦
没
者
追
悼
式
を
、
次
の
と
お
り

開
催
し
ま
す
。
ご
遺
族
の
皆
さ
ん

の
ご
出
席
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
日
時
　
11
月
20
日
（
木
）

　
　
　
　
午
前
10
時
〜

▽
場
所
　
ゆ
め
ト
ピ
ア
長
船

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
福
祉
課

　
　
０
８
６
９
―
２
６
―
５
９
４
１

　
平
成
21
年
５
月
21
日
か
ら
、い
よ

い
よ
裁
判
員
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

　
裁
判
員
は
、
選
挙
権
の
あ
る
人

（
衆
議
院
議
員
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
た
人
）
の
中
か
ら
、
く
じ
に

よ
り
無
作
為
に
選
ば
れ
ま
す
。

　
各
地
方
裁
判
所
で
は
、
こ
の
無

作
為
に
抽
出
し
た
名
簿
を
も
と
に
、

平
成
21
年
分
の
裁
判
員
候
補
者
名

簿
を
作
成
し
、
名
簿
に
載
っ
た
人

に
は
11
月
下
旬
か
ら
12
月
上
旬
に

名
簿
記
載
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
の
通
知
書
と
合
わ
せ
て
、

裁
判
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い

人
や
１
年
を
通
じ
て
裁
判
員
と
な

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
理
由

な
ど
を
お
尋
ね
す
る
調
査
票
も
送

ら
れ
ま
す
。
裁
判
員
制
度
の
実
施

に
向
け
て
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
岡
山
地
方
裁
判
所
事
務
局

　
　
０
８
６
―
２
２
２
―
６
７
７
１

　
障
害
者
の
自
立
促
進
の
た
め
の

施
設
と
し
て
活
動
し
て
い
た
市
内

の
３
作
業
所
（
す
み
れ
会
協
同
学

習
所
・
ひ
ま
わ
り
作
業
所
・
た
ん

ぽ
ぽ
の
会
福
祉
作
業
所
）
は
、
９

月
末
日
を
も
っ
て
閉
所
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
３
作
業
所
の
活
動

に
対
し
、
皆
さ
ん
に
は
長
年
に
わ

た
り
、
ご
理
解
と
ご
支
援
を
い
た

だ
き
、
心
よ
り
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　
今
ま
で
の
作
業
所
の
機
能
は
、

新
た
に
開
所
さ
れ
た
「
せ
と
う
ち

旭
川
荘
」
に
集
約
し
、
以
前
と
同

様
に
通
所
者
も
元
気
に
通
っ
て
い

ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
障
害
者
の
自
立

促
進
と
社
会
参
加
へ
の
ご
理
解
と

ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
福
祉
課
　

　
　
０
８
６
９
―
２
６
―
５
９
４
３

知
っ
て
い
ま
す
か
？

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度

戦
没
者
追
悼
式

３
作
業
所
は
閉
所
し
ま
し
た

裁
判
員
制
度

　
10
月
10
日
、
牛
窓
西
・
牛

窓
北
幼
稚
園
の
２
園
合
同
芋

掘
り
会
が
、
牛
窓
北
幼
稚
園

近
く
の
畑
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
小
橋
恒
子
さ
ん
（
牛
窓
町

千
手
）
が
丹
精
込
め
て
作
っ

た
サ
ツ
マ
イ
モ
畑
で
、
園
児

た
ち
は
、
一
生
懸
命
芋
掘
り
。

イ
モ
が
取
れ
る
と
、
み
ん
な

大
き
な
歓
声
を
上
げ
て
喜
ん

で
い
ま
し
た
。

表
紙
説
明
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くらしの情報くらしの情報

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
ー年末調整・確定申告まで大切に保管を！ー

人の動き
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心配ごと相談（邑久町総合福祉センター）9：00～15：00
育児相談（ゆめトピア長船）9：30～11：00
身体障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00
ポリオ予防接種（ゆめトピア長船）13:30～14:00

行政相談（ゆめトピア長船）9：00～12：00

身体障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

法律相談（牛窓町公民館）10：00～15：00

知的障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

身体障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

思春期こころの健康相談（地域生活支援センタースマイル）10：00～15：00

知的障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

思春期こころの健康相談（地域生活支援センタースマイル）10：00～15：00

こころの健康相談（ゆめトピア長船）13：30～15：00

心配ごと相談（ゆめトピア長船）9：00～15：00

思春期こころの健康相談（地域生活支援センタースマイル）10：00～15：00

瀬戸内市長選挙（市内16各投票所）

瀬戸内市バルーンフェスティバル2008（吉井川河川敷）7：00～17：50
思春期こころの健康相談（地域生活支援センタースマイル）10：00～15：00

精神保健福祉相談（ゆめトピア長船）13：30～14：30

心配ごと相談（邑久町総合福祉センター）9：00～15：00

住宅増改築相談（瀬戸内市役所）9：00～15：00

人権相談（ゆめトピア長船）9：00～12：00

精神保健福祉相談（ゆめトピア長船）13：30～14：30

瀬戸内市バルーンフェスティバル2008（吉井川河川敷）7：00～11：30
瀬戸内市卓球大会（長船スポーツ公園体育館）9：30～
瀬戸内市シングルテニス大会（邑久スポーツ公園テニスコート）9：00～

牛窓エーゲ海フェスティバル2008（出島公園）10：00～15：00
歩こう会（三石・深谷の滝コース）8時29分邑久駅発赤穂線
瀬戸内市秋季軟式野球大会2日目（邑久スポーツ公園野球場、長船
スポーツ公園多目的広場）9：00～
瀬戸内市バドミントン大会（邑久中学校体育館）9：00～

瀬戸内市剣道大会（長船スポーツ公園体育館）9：00～
瀬戸内市秋季軟式野球大会1日目（邑久スポーツ公園野球場、長船
スポーツ公園多目的広場）9：00～
瀬戸内市近隣ソフトテニス大会（邑久スポーツ公園テニスコート）9：00～
スポ少瀬戸内市長杯サッカー大会（邑久スポーツ公園多目的広場）9：30～

行政・人権相談（牛窓町公民館）9：00～12：00
心配ごと相談（牛窓町公民館）9：00～15：00
身体障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

知的障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00
発達相談（ゆめトピア長船）

戦没者追悼式（ゆめトピア長船）10：00～
行政・人権・消費生活相談（瀬戸内市役所）9：00～12：00
年金相談（瀬戸内市役所）10：00～15：00
育児相談（ゆめトピア長船）9：30～11：00
知的障害者専門相談（地域生活支援センタースマイル）13：00～17：00

　国民年金保険料は、所得税・住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象とな

ります。その年の１月１日から１２月３１日までに納付した保険料が対象です。

　この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付け

られています。

　このため、平成２０年１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納付した人に

ついては、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が本年１１月上旬に社会保険庁か

ら送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書（又は領収証書）を添

付してください。

　また、１０月１日から１２月３１日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納付する人

については、来年の２月上旬に送付されます。

　なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、本人の社会保険料控除に加えることが

できますので、家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。

　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはが

きに表示されている社会保険事務所へお問い合わせください。

■問い合わせ先　岡山東社会保険事務所　　０８６－２７０－７９２８

こころの健康相談（ゆめトピア長船）13：30～15：00

乳幼児こころの健康相談（ゆめトピア長船）14：00～15：00

2 日

13

19 水

木


